
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
自
立
相
談
支
援
事
業
の
相
談
窓
口
に
お
い
て
は
、
相
談
者
の
困
窮
の
状
況
に
応
じ
て
生
活
保
護
制
度
の
下
で
生
活
再
建
を

図
る
こ
と
も
含
め
、
最
善
の
対
応
を
行
う
よ
う
指
導
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
自
立
相
談
支
援
事
業
の
相
談
員
が
策
定
す

る
自
立
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
生
活
困
窮
者
本
人
の
意
向
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
実
施
、
評
価
、
改
善
・

修
正
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
実
施
の
途
上
で
自
立
支
援
計
画
の
実
行
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
や
、
最

低
限
度
の
生
活
が
維
持
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
生
活
保
護
へ
の
移
行
を
促
す
こ
と
も
含
め
た
適
切
な
対
応
を

講
ず
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

、

、

、

二

自
立
相
談
支
援
事
業
の
相
談
員
に
つ
い
て
は

そ
の
責
務
の
一
環
と
し
て
訪
問
支
援
に
も
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し

、

、

。

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
や
民
生
委
員
等

関
係
者
間
の
連
携
と
協
力
の
下

生
活
困
窮
者
に
対
し
漏
れ
の
な
い
支
援
を
行
う
こ
と

ま
た
、
そ
の
た
め
に
支
援
業
務
に
精
通
す
る
人
員
を
十
分
に
配
置
す
る
こ
と
を
検
討
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



三
、
生
活
困
窮
者
は
心
身
の
不
調
、
家
族
の
問
題
等
多
様
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
場
合
が
多
く
、
ま
た
、
問
題
解
決
の
た
め
に

は
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
生
活
困
窮
者
の
事
情
、
状
況
等
に
合
わ
せ
、
包
括
的
・
継
続
的
に
支
え
て
い
く
伴
走

型
の
個
別
的
な
支
援
の
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

四
、
就
労
準
備
支
援
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
者
が
生
活
困
窮
者
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
求
職
者
支
援
制
度
を
始
め

と
す
る
他
の
関
連
施
策
と
の
整
合
性
と
連
続
性
と
を
図
る
観
点
か
ら
、
そ
の
生
活
の
安
定
の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
更
に
検

討
を
行
う
こ
と
。

五
、
い
わ
ゆ
る
中
間
的
就
労
で
あ
る
就
労
訓
練
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
訓
練
を
実
施
す
る
事
業
者
を
適
切
に
認
定
す
る

、

、

、

と
と
も
に

当
該
事
業
者
と
自
立
支
援
計
画
の
実
施
責
任
者
と
が
密
接
な
連
携
を
図
り

個
々
の
生
活
困
窮
者
の
訓
練
実
施

達
成
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
の
定
期
的
な
確
認
を
行
う
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
本
法
に
規
定
さ
れ
た
各
種
施
策
を
実
施
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
の
負
担
分
を
含
め
、
財
政
上
の
措
置
を
適
切

に
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
取
組
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
好
事
例
を
広
く
周
知
す
る
こ
と
に

よ
り
、
本
法
に
規
定
さ
れ
た
各
種
施
策
が
着
実
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

七
、
生
活
困
窮
者
の
自
立
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
常
に
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
・
支
援
を
行
っ
て
き
た
民
生
委
員
・
児
童



委
員
が
最
大
限
そ
の
役
割
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な
情
報
の
提
供
や
、
研
修
の
実
施
、
関
係
機
関
と
の
効
率
的
な
連

携
等
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
活
動
し
や
す
い
環
境
整
備
を
更
に
進
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


